
 

埼発保全第７３号 

令和７年１０月吉日 

各 位 

公益社団法人 不動産保証協会埼玉県本部 

本部長 宮嶋 義伸  

教育研修委員長 西村 義雄  

（印 章 省 略） 

 

「令和７年度第３回ｅラーニングによる座学法定研修会」の実施について 

（ご案内） 

 

平素は当本部の運営にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、この度、埼玉県本部主催による「令和７年度第３回ｅラーニングによる法定研修会」を下記

要領により実施いたします。本研修会は、宅地建物取引業法第６４条の６の規定に基づく法定のもの

となります。是非、ご活用ください。 

 なお、受講希望の方は、別紙「受講申告用紙」により事務局までご返信いただけますよう重ねてお

願い申し上げます。 

記 

実施期間    令和７年１１月１日から１１月３０日まで（平日のみ）  

                    午前の部（9：00～12：00）ｏｒ 午後の部（13：00～16：00） 

 

実施会場    公益社団法人全日本不動産協会 埼玉県本部  

        さいたま市浦和区高砂３－１０－４ 全日埼玉会館 

 

講義内容    ①「媒介業者が知っておくべきリノベーション（リフォーム）の基本知識と最新

動向」 

 講師   一級建築士        

 

受講方法     上記実施期間中、全日埼玉県本部会議室にて、「全日保証ｅラーニング研修会」の

コンテンツから講義動画を視聴する方法（３時間程度） 

受講対象者  非会員の方 

受講完了条件  講義動画の全編（全ファイル）を最後まで視聴し、講義ごとに設定された効果測定 

受講完了条件  の設問について５割以上正解すること 

       ※同協会非会員の方にも研修済証は交付されます。 

 

問い合わせ先  公益社団法人不動産保証協会 埼玉県本部 事務局  

TEL：048-866-5225 ／FAX：048-866-5181／Mail：info@saitama.zennichi.or.jp 

以上 

 

 

（ｅラーニングとは） 


